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２０２２年１０月号 
 

 

全国的に、住宅リフォームに関して、消費者の不安をあおる「点検商法」が

横行しています。 

その手口は、「今日は無料（又は特別価格）で点検に来ました。」などと申し

向け、点検を行い、「〇〇に不具合が見つかりました。このまま放置していると

大変なことになりますよ。」などと不安をあおり、必要のないリフォーム工事を

勧め、工事費が数百万円に及ぶこともあります。 

 

被害に遭わないために、 

◇工事をする場合は、必ず複数の業者から見積もりをとりましょう。 

◇しつこく勧誘された場合、あいまいな断り方はせず、キッパリ断りましょう。  

  

 

 

 

 

 

 

【黒戸自主防犯隊】 
１０年以上、悪天候の日を除き、毎日、パトロールが実施されています。 

パトロールの道すがらは、高齢独居の方の住宅に異変がないか目を配り、 

また、過去には、帰宅できなくなっていた高齢者を自宅に送り届けるなど、 

優しい心を持った活動が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この日は、ＳＡもパトロールに参加しました。途中で出会った方々と、明るく会話しながら 

行うパトロールは、地域の絆の強さを感じさせ、悪事を行おうとする者が、入り込みづらい環 

境を作っています。  

 

裏面あり☞ 

〈相談・お問合せ先〉 

    ●茂原市消費生活センター（生活課内） ℡0475-20-1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     （月～金 9:30～12:00、13:00～16:00） 

     ●千葉県消費者センター        ℡047-434-0999 

（月～金 9:00～16:30、土 9:00～16:00） 

 

「自主防犯団体」紹介コーナー 

～住宅リフォームの悪質な「点検商法」に注意！～ 



 

～ＳＡ（セーフティアドバイザー）と合同パトロールをしませんか？～ 

私たちＳＡは、茂原ショッピングプラザアスモＡＴＭコーナーの一画に設置

された「防犯ボックス」を拠点として、原則として、各日２名が青パトと自転

車を使い、生徒・児童の下校時見守り、住宅地の空巣警戒、犯罪・交通事故抑

止のための市内パトロール等に従事しています。 

一方、市民の皆様の中にも、防犯組合、自主防犯団体、自治会、住民有志等

の活動として、ボランティアで、見守り活動やパトロールに従事し、安全・安

心な街づくりに貢献されている方が大勢いらっしゃいます。 

 

この様なボランティア活動をされている方と、私たちＳＡが、更に連携を深

めることにより、地域防犯力を向上させていきたいと考えており、次のとお

り、『ＳＡとの合同パトロール』を希望する団体（２名以上のグループ）を募集

いたします。 

 

募集団体（グループ） 

  茂原市内を活動場所として、公共の安全・防犯を目的としたパトロール等

の活動をしている団体（グループ）であれば、所属は問わず、企業有志・住

民有志でも結構です。 

 

パ ト ロ ー ル 方 法 

  希望する団体（グループ）のパトロールが徒歩の場合は、ＳＡ１名が同行

します。また、車両の場合は、青パト１台が、時間を合わせ、同一地域をパ

トロールします。 

ただし、民間事業者の施設をパトロールするなど、一部の方の利益になる

パトロールは行ないません。 

 

パ ト ロ ー ル 時 間 

  原則として、１３：００～１９：００の範囲内でパトロール時間を設定さ

せていただきます。 

 

申 し 込 み 先 

  茂原市役所 市民部 生活課 生活安全係 

   ℡０４７５－２０－１５０５  

（月～金８：３０～１７：１５） 

  「合同パトロール希望」と御申出ください。 

 

〈連絡先〉 

（１） 茂原市防犯ボックス【茂原ショッピングプラザアスモＡＴＭコーナー】 

℡０４７５－２３－８１７１ （毎日１２：００～２０：００） 

（２） 茂原市役所 市民部 生活課  

   ℡０４７５－２０－１５０５ （月～金８：３０～１７：１５） 


